
当

法

人

は

、

令

和

七

年

三

月

三

十

一

日

を

も

っ

て

解

散

い

た

し

ま

し

た

の

で

、 
当

法

人

に

債

権

を

有

す

る

方

は

、

本

公

告

掲

載

の

翌

日

か

ら

二

箇

月

以

内

に 

お

申

し

出

く

だ

さ

い

。 

な

お

、

右

期

間

内

に

お

申

し

出

が

な

い

と

き

は

、

清

算

か

ら

除

斥

し

ま

す

。 

令

和

七

年

四

月

三

日 

静

岡

市

駿

河

区

曲

金

五

丁

目

五

番

三

十

八

号

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一

般

社

団

法

人

静

岡

県

出

版

文

化

会

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

代

表

清

算

人

 

宮

澤

 

秀

樹

 


